
司法書士相談日程表

年月 予約開始日 相談日 相談時間 相談員

令和8年4月 1日(水) 24日(金) パレットⅡ　３階 市民相談室 【午前】1人40分以内 司法書士

令和8年5月 1日(金) 29日(金) パレットⅡ　３階 市民相談室 ①10：00～10：40 （千葉司法書士会所属）

令和8年6月 1日(月) 26日(金) パレットⅡ　３階 市民相談室 ②10：40～11：20

令和8年7月 1日(水) 24日(金) パレットⅡ　３階 市民相談室 ③11：20～12：00 相談内容

令和8年8月 3日(月) 28日(金) パレットⅡ　３階 市民相談室 （最終受付11時30分）

令和8年9月 1日(火) 25日(金) パレットⅡ　３階 市民相談室

令和8年10月 1日(木) 23日(金) パレットⅡ　３階 市民相談室 【午後】1人40分以内

令和8年11月 2日(月) 27日(金) パレットⅡ　３階 市民相談室 ①1：00～1：40

令和8年12月 1日(火) 25日(金) パレットⅡ　３階 市民相談室 ②1：40～2：20

令和9年1月 5日(火) 29日(金) パレットⅡ　３階 市民相談室 ③2：20～3：00

令和9年2月 1日(月) 26日(金) パレットⅡ　３階 市民相談室 （最終受付2時30分）

令和9年3月 1日(月) 26日(金) パレットⅡ　３階 市民相談室

【注意】※相談の対象者は印西市民です。

※相談は予約制で、予約開始日の午前9時から、男女共同参画センター窓口又は予約受付専用電話で予約受付を開始します。

※相談は時間制で、1人当たりの相談時間は40分以内、1日当たり先着6人です。要点を整理して相談し、時間を厳守してください。

※より多くの市民が利用できるよう新規の相談者を優先させるため、利用できるのは年度内1回です。継続利用と無断キャンセルはご遠慮ください。

※相談日当日に空きがある場合は、当日の相談終了時間30分前まで受付します。

※弁護士、司法書士、税理士等の紹介及び斡旋は行いません。

担当課：印西市市民部市民活動推進課　男女共同参画係（男女共同参画センター内）（☎　0476-36-4174（直通））

【 予約受付専用電話　☎ 0476-36-4233 】※予約開始日の午前9：00～

相談会場

相続・遺言のこと、家・土地のこと、借金・多重債務のこ

と、会社のこと、成年後見のこと、少額訴訟のこと、その他

日常生活の諸問題等（書類の作成及び現に調停及び裁判中の

事案を除く。）


